様式第2号(第5条関係)
　第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様

彦根市長　　　　　　　　　　　

年度彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付決定通知書
　　　　　
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった彦根市まちづくり推進事業総合補助金については、次のとおり交付することに決定したので、彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱第5条の規定により通知します。


1　交付決定額　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円

2　交付の条件
　(1)　この補助金は、申請書記載の事務内容または事業の目的以外に使用してはならない。
　(2)　補助事業の完了後は、速やかに彦根市まちづくり推進事業総合補助金実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
　(3)　この決定に基づく事業内容の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき、または当該事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、彦根市まちづくり推進事業総合補助金事業(変更・中止・廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
　(4)　補助事業者は、この補助金により取得し、または効用の増加した財産の処分に当たっては、彦根市補助金等交付規則第23条の規定を遵守するものとし、同条の規定に反して当該財産を処分したときは、交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に返還しなければならない。補助事業者の同意その他の意思表示の有無にかかわらず、補助事業者以外の者が処分した場合も同様とする。

